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松前町議会定例会議案 令和４年 第４回 （第62号～第67号） 

（ 予 算 ） 
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令和４年第４回松前町議会定例会提出議案目録 

 

議案番号 議     案     名 備 考 

第 62 号 令和４年度松前町一般会計補正予算（第 10 号） 
Ｐ３ 

参考資料 

第 63 号 令和４年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） Ｐ31 

第 64 号 令和４年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） Ｐ47 

第 65 号 令和４年度松前町介護保険特別会計補正予算（第４号） Ｐ63 

第 66 号 令和４年度松前町水道事業会計補正予算（第３号） Ｐ83 

第 67 号 令和４年度松前町下水道事業会計補正予算（第１号） Ｐ95 
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議案第62号 

 

 

 

令和４年度松前町一般会計補正予算（第10号） 
 

 

 

１ 一 般 会 計 補 正 予 算 

 

 

２ 歳 入 歳 出 予 算 補 正 

 

 

３ 債 務 負 担 行 為 補 正 

 
 

４ 地 方 債 補 正 
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令和４年度松前町一般会計補正予算（第10号） 

 

 令和４年度松前町の一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,047千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

11,971,122千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更及び追加は、「第３表 地方債補正」による。 

 

        令和 ４ 年 12 月 ６ 日 提 出 

 

愛媛県松前町長  岡 本  靖    
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第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 補 正 

 

事     項 期     間 限 度 額 

松前町議会定例会及び臨時会会議録反訳 令和５年度 
千円

1,400 

松前町庁舎空調設備改修 令和５年度 
千円

142,000 

町道西15号線道路整備 令和５年度 
千円

6,700 

筒井地区雨水貯留施設整備 令和５年度 
千円

56,500 
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福祉センター管理

筒井地区雨水対策

消防詰所建設

文化センター管理

合　　　　　　　　計

第 ３ 表　　地 方 債 補 正

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額
起債の方法 利　率 償還の方法

限度額
起債の方法 利　率 償還の方法

(千円) (千円)

914,324 885,324

民生債 17,100

17,100

消防債 12,900

24,400

24,400

(1)普通貸借又
は証券発行
(2)事業又は町
財政の都合に
より起債前借
り又は翌年度
に繰越して借
入することが
できる。

教育債 0 19,800

土木債

12,900 23,900

(1)普通貸借又
は証券発行
(2)事業又は町
財政の都合に
より起債前借
り又は翌年度
に繰越して借
入することが
できる。

　年利
 　3.0％以内

　ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率とする。

　政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合には、その債権
者と協定する融資条
件による。
　ただし、町財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還若
しくは低利に借換え
することができる。

120,600 53,500

23,900

120,600 53,500

　年利
 　3.0％以内

　ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率とする。

　政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合には、その債権
者と協定する融資条
件による。
　ただし、町財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還若
しくは低利に借換え
することができる。

0 19,800
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令和４年度 松前町一般会計補正予算（第10号）に関する説明書 

 

 

 

 

Ⅰ 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書                     

 

１ 総   括 

 

２ 歳   入 

 

３ 歳   出 

 

Ⅱ 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書 
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その他の

支給額 支給率 手   　当

（人） （千円） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

長     等 3 0 24,824 7,931 3.30 0 8,792 41,547 6,973 48,520

議     員 12 43,084 0 13,212 3.30 0 0 56,296 13,693 69,989

その他の

特 別 職

計 795 105,864 24,824 21,143 0 8,792 160,623 20,666 181,289

長     等 3 0 24,824 7,807 3.25 0 8,792 41,423 6,948 48,371

議     員 12 43,084 0 13,005 3.25 0 0 56,089 13,693 69,782

その他の

特 別 職

計 795 105,864 24,824 20,812 0 8,792 160,292 20,641 180,933

長     等 0 0 0 124 0.05 0 0 124 25 149

議     員 0 0 0 207 0.05 0 0 207 0 207

その他の

特 別 職

計 0 0 0 331 0 0 331 25 356

区  分

給                       与                       費

共済費 合    計
備   考職員数 報   酬 給   料

期  末  手  当

0 62,7800 0.00 0 0 62,780

補
　
正
　
後

780 62,780 0

調整手当 計

0 0

補
　
正
　
前

780 62,780 0 0

0 0.00 0 0

62,7800 0.00

Ⅱ　補　　正　　予　　算　　給　　与　　費　　明　　細　　書

１  特   別   職

0 0 0

比
 
 
 

較

0 0 0

62,780
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職員数 報　　酬

（人） （千円）

(176)

246

(176)

246

(0)

0

職 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務 時 間 外 管 理 職 期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職 管理職員 休　日 単身赴任 地　　　域

員 手　　　当 勤務手当 手　　　当 手　　　当 特別勤務 勤務手当 手　　　当 手　　　当

手 負 担 金 手　　　当

当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

の 18,490 13,344 6,982 142 88,187 25,696 204,227 148,261 10,095 140,356 813 1,557 620 600

内 18,252 13,311 6,982 142 85,393 25,696 204,227 141,308 9,805 140,356 813 1,557 620 600

訳 238 33 0 0 2,794 0 0 6,953 290 0 0 0 0 0

備　　考

２　一　般　職

　（１）　総　括

給    　料

（千円）

共済費

（千円）

補 正 後 816,763

給　  　　　　　与　  　　　　　費

職 員 手 当区    分

（千円）

合　　計

（千円）

比  　   較

補　正　前

計

（千円）

補　正　後

10,308 12,505

区　　 分

814,566 649,062 1,669,748

4,097比     較 0 2,197

補 正 前 1,978,588

206,120

16,602

308,840

659,370 1,682,253 312,937 1,995,190

206,120
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　ア　会計年度任用職員以外の職員

職員数 報　　酬

（人） （千円）

(0)

200

(0)

200

(0)

0

職 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務 時 間 外 管 理 職 期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職 管理職員 休　日 単身赴任 地　　　域

員 手　　　当 勤務手当 手　　　当 手　　　当 特別勤務 勤務手当 手　　　当 手　　　当

手 負 担 金 手　　　当

当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

の 18,490 13,344 5,208 142 84,433 25,696 157,802 148,261 9,975 127,171 813 1,527 620 600

内 18,252 13,311 5,208 142 81,639 25,696 157,802 141,308 9,685 127,171 813 1,527 620 600

訳 238 33 0 0 2,794 0 0 6,953 290 0 0 0 0 0

備考　　（）内は、短時間勤務職員数である。

区　　 分

補　正　後

補　正　前

補 正 前 0 737,025 583,774

比  　   較

比     較 0

区    分

給　  　　　　　与　  　　　　　費

給    　料 職 員 手 当 計

（千円）

共済費

（千円）

合　　計

（千円）

備　　考

補 正 後 0 739,222 594,082 1,333,304 258,648 1,591,952

（千円） （千円）

1,320,799 254,551 1,575,350

2,197 10,308 12,505 4,097 16,602
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　イ　会計年度任用職員

職員数 報　　酬

（人） （千円）

(176)

46

(176)

46

(0)

0

職 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務 時 間 外 管 理 職 期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職 管理職員 休　日 単身赴任 地　　　域

員 手　　　当 勤務手当 手　　　当 手　　　当 特別勤務 勤務手当 手　　　当 手　　　当

手 負 担 金 手　　　当

当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

の 0 0 1,774 0 3,754 0 46,425 0 120 13,185 0 30 0 0

内 0 0 1,774 0 3,754 0 46,425 0 120 13,185 0 30 0 0

訳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考　　（）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し

　　　　短い職員数である。

比  　   較

403,238

比     較 0 0 0 0

区　　 分

補　正　後

補　正　前

区    分

給　  　　　　　与　  　　　　　費

（千円） （千円） （千円）

給    　料

補 正 前

共済費 合　　計

（千円）

備　　考

0

（千円）

職 員 手 当 計

54,289

0

65,288 348,949 54,289 403,238

206,120 77,541 65,288 348,949

補 正 後 206,120 77,541
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　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

増減額

（千円） （千円）

給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 2,197 愛媛県の人勧準拠による増

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 0

制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 6,953 勤勉手当 6,953 千円

そ の 他 の 増 減 分 扶養手当 238 千円 住居手当 33 千円

職員手当 10,308 時間外勤務手当 2,794 千円 児童手当 290 千円

3,355

2,197

区分
増 減 事 由 別 内 訳

説 　　　　　　　　　　       明

給  　　料

備  考
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　議案第63号　
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　議案第64号　
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　議案第65号　
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　議案第66号　
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　議案第67号　
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